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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年１２月６日（火）午前９時５９分 開会 

  平成２８年１１月１５日（午後１時４１分 閉会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 野 口  博   委  員 安 藤  薫 

  委  員 村 上 英 明   委  員 塚 本  崇   委  員 三 好 俊 範 

 

１．欠席委員 

  委  員 光 好 博 幸 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正   

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 山 口  猛 

建設部長 武 井 義 孝  消防長 松 田 俊 也 

建設部次長 松 倉 昌 明 消防本部次長兼消防署長 橋 本 雅 昭 

総務部参事 槙 納  縁  建設部参事兼建築課長 江 草 敏 浩 

建設部参事兼道路交通課長 寺 田 満 夫 

人事課長 松 本 泰 洋  財政課長 森 川  護 

情報政策課長 下 郡 光 礼  市民税課長 妹 尾 紀 子 

固定資産税課長 藤 原 英 昭  納税課長 南 池 英 次 

水みどり課長 宮 城 陽 一  道路管理課長 西  勝 也 

消防総務課長 大 藪  忠 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  議案第５０号 令和４年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分 

  議案第５６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第５７号 特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議員報酬及 

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 
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  議案第５８号 摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定 

の件所管分（第１１条（摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部改正）、附則第１８条（摂津市企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置）以外に関する部分） 

  議案第５９号 摂津市税条例等の一部を改正する条例制定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。委員各

位には、師走で何かとお忙しいところ、総

務建設常任委員会をお持ちいただきまし

て大変ありがとうございます。 

 本日は、先日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査を賜りま

すが、何とぞ慎重審査の上、ご可決賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 一旦、退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、塚本委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５０号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 それでは、質問を始めさせ

ていただきます。 

 まず、６ページ目。 

 総合ネットワーク再構築事業について

です。 

 債務負担行為として９億５９６万円が

計上されているわけです。１点目、まずこ

の積算根拠について教えてください。 

 ２点目です。 

恐らく仕様書をつくられているかと思

いますが、いわゆるエンドポイント対策を

どう考えておられるかです。総務省からは

ベータモデルとベータアポストロフィモ

デルの二通り出されているかと思います。

どちらでお考えかを含めて、ご答弁くださ

い。 

 ３点目、在宅への対応です。 

 在宅勤務も日常化している中、在宅勤務

への対応で、どのような仕様をお考えかを

お教えください。 

 続いて４点目です。 

 ３１ページ、交通安全対策費１，１００

万円について、この内容をお聞きします。 

 続いて、３３ページ。 

 土地購入費、移転補償費の内容を教えて

ください。 

 以上５点です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 １回目のご質問に

お答えをいたします。 

 ６ページ、総合ネットワーク再構築事業

の限度額の積算についてでございます。ま

ず総合ネットワークにつきまして、ご説明

をさせていただきます。こちらにつきまし

ては、行政職員が使用いたしますＬＧＷＡ

Ｎ系ネットワーク、インターネット系のネ

ットワーク、それから小・中学校の教職員

が使用いたします校務系ネットワークの

三つのネットワークを総称して総合ネッ

トワークと呼んでおりまして、機器等の保

守及びライセンスの使用が令和５年８月

で終了することに伴いまして、再構築をし

て移行するものでございます。 

 行政系につきましては、本庁の新館、本

館のほか、消防庁舎、水道庁舎、環境セン
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ター、各公民館や、こども園、それから消

防の出張所といった、外部拠点を結んでお

るものでございます。 

 また校務系につきましては、本庁、教育

センター、それから全小・中学校１５校の

１７拠点を結んでおるものでございます。 

 今回の内容につきましては、ネットワー

ク機器、サーバー機器、パソコン等の更新、

グループウェア、先生が使用されます校務

支援システムの更新、パソコン上で動きま

すマイクロソフトのオフィスであったり、

セキュリティソフトのライセンス使用料

が含まれておるものでございます。 

 今回の限度額の根拠につきましては、現

在稼働しております、ネットワークの構築

業者から見積もりをいただきまして、そち

らを参考に計上させていただいておりま

す。現在のネットワークを構築した業者で

すので、本市の環境であったり、現状の課

題も含めまして、熟知しているといった部

分、それから今回もまた調達規模が大きく

なっておりますので、より精度の高い積算

とするため、現行の業者から徴したもので

計上させていただいております。 

 それから２点目の、エンドポイント対策

でございます。今回再構築ということで構

成させていただくのですが、平成２９年度

に国から、自治体情報システムの強靭性向

上モデルとして、ネットワークの分離につ

いて示されており、現在その形でネットワ

ークを運用しております。今回、基本的に

はその形を踏襲して構築させていただこ

うと考えております。全体構成としまして

は、そのモデルに準拠したまま、セキュリ

ティを維持していきたいと考えておりま

す。 

 それから３点目の、在宅への対応でござ

います。 

 こちらにつきましては、新型コロナの感

染症対策だけでなく、業務の継続性といっ

た観点からも、あと学校の部分につきまし

ても併せて構築いたしますので、学校現場

におきます、休校などの対応におきまして

も、在宅テレワークといったものは有効な

ものであると考えております。 

 総務省、あるいは文部科学省から出され

ているセキュリティポリシーに関するガ

イドラインというものが改訂されており

まして、その中にテレワーク、リモートワ

ークといった対応についても記載がされ

ております。再構築に当たりましては、そ

ういったガイドラインに準拠するよう情

報セキュリティ対策を行いながら、テレワ

ークの対応が可能な構成という形で考え

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 ４点目、５点目の道路

交通課の所管に関わります内容のお問い

についてお答えいたします。 

 まず４点目で、交通安全対策費でござい

ます。こちらにつきましては、千里丘東５

４号線の道路改良事業におきまして、今年

度当初予算でいただいております工事請

負費８２０万円にプラス追加補正といた

しまして、１，１００万円で考えさせてい

ただいております。この理由といたしまし

ては、先の定例会で補正予算をご可決いた

だきました、竹の鼻ガード南側駐車場の用

地取得の見込みが、一定めどがつきました

関係から、来年度にかけまして、昨年度用

地取得済みのところと合わせ、一体的に整

備を図るものでございます。 

 なお、工事期間が翌年度にまたがります

ため、併せて繰越明許費１，９２０万円を

計上させていただいているものでござい
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ます。 

 続きまして５点目の、土地購入費、移転

補償費のお問いでございます。 

 千里丘三島線東側の道路改良事業にお

きましては、令和元年度に地権者と借家人

の交渉が急遽まとまった案件がございま

した。こちらにつきましては、本市の土地

開発基金から土地購入と移転補償を行っ

ております。令和５年度に予定しておりま

す工事発注までに、同土地開発基金から買

い戻す必要がございますため、今回補正予

算を計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 まず一つ目で、積算根拠に

ついてです。現行請け負っていただいてい

る業者からの提示ということで、一定の限

度額としてすることはいいと思います。や

はりプロポーザルでやると聞いています

ので、事業者の決定に当たって、その最低

限度をしっかりとしたセキュリティ構造

を持った提示をやる必要があると思って

います。そこについてはもう妥協なきよう

にお願いしたい。これは要望とさせていた

だきます。 

 二つ目、エンドポイント対策です。ＬＧ

ＷＡＮに対する安全性については３番目

とも関わってくるのですけれども、いまだ

に私の目から見ると相当な脆弱性を抱え

たまま運用されているのが現状と認識し

ております。エンドポイントは、未知のウ

イルスに対する対策です。ここはしっかり

と組み込んでいただきたい。それから個人

情報を扱うところに関しては全くインタ

ーネット系に接続できない仕組みで、３層

構造をしっかりと築いていただきたいの

で、よろしくお願いいたします。これも要

望です。 

 三つ目、在宅への対応です。 

 恐らく外部からの接続に関してはＶＰ

Ｎを使われるかと思います。これは二つ目

にも指摘した、ＬＧＷＡＮに対する脆弱性

に対して、一つＶＰＮの穴を突いた攻撃も

現在は結構起きています。良心に従ってい

るのではなく、しっかりとＩＰのフィルタ

リングとか、民間でしたら、ＰＣとかデバ

イスに関しては指紋認証が普通になって

いますので、そういったことをしっかりと

踏まえて対応をしていただきたい。これも

要望とさせていただきます。 

四つ目、交通安全対策費です。 

これは私も現場を見に行かせていただ

いて、千里丘東５４号線がしっかりと拡張

されることによって、交通利便性や危険性

が減ると思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 五つ目、土地購入費、移転補償費につい

ても理解いたしました。 

 以上です。 

○三好義治委員長 次に、三好俊範委員。 

○三好俊範委員 それでは質問させてい

ただきます。 

 １点目、同じく塚本委員からもありまし

た。債務負担行為の総合ネットワーク再構

築事業について、一点だけ詳しくお伺いし

たいです。テレワークの部分、塚本委員か

らもありましたが、今回の再構築において

そこの辺りを現在の仕様に変えていくと

お話されました。具体的に今回例えば行政

系であれば５５０台のパソコンがあるわ

けで、この分のどれぐらいがリモートワー

クなどに使用することができるのかを教

えてください。 

 ２点目、同じくネットワークの再構築に

関することです。現状使用されていますパ

ソコンの、リサイクル、リユースというか、
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その使い方、前回分はパソコンが壊れた際

に貸し出ししているとおっしゃっていま

した。その辺りも踏まえ、どのように使っ

ていくのか教えてください。 

 歳入に関してです。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金で１億４，２９８万３，００

０円が計上されております。歳出を見てい

くと物価高の対策でその辺りに使われて

いると理解しています。同じく財政調整基

金繰入金も３億６，６００万円ほど計上さ

れております。この財政調整基金繰入金の

部分に関して大まかで結構ですので、具体

的にどのようなものに使われているのか

内訳を教えてください。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは一つ目の

質問にお答えをさせていただきます。 

 今回、行政系で５５０台、入れ替えを考

えております。リモートワークについては

どうかとのご質問であったかと思います。 

 今回のパソコンに関しましては、庁内の

環境で使用するもので、基本的には持ち出

し等は想定いたしておりません。リモート

ワークといいますか、オンライン会議、そ

ういった利用の部分につきまして、今回導

入させていただく全てのパソコンでオン

ライン会議ができるものを導入してまい

りたいと考えております。 

 なお在宅といった観点で申しますと、テ

レワークのシステムにも依存してまいり

ますが、今回そういった部分もプロポーザ

ルで提案いただきます。現在、使用してお

りますテレワークのシステムにおきまし

ては、登録されている方が管理職を中心に

５９名が利用されており、そういったアカ

ウント、ライセンスの上限等もあってのこ

とですが、今後状況によっては拡大できる

ものかと考えております。 

 それから、オンライン会議について、参

考までに件数を申し上げますと、令和３年

度の実績といたしましては、年間で１，１

００件程度オンライン会議を実施してお

ります。今回ネットワークの再構築の中に

おきましては、無線環境等も強化といいま

すか、現在電波が弱いとか、つながりにく

いとかいった部分が課題でございますの

で、そちらの改善を考えております。オン

ライン会議につきましては、今後もふえて

いくと考えておりますので、そういった部

分で活用できるものと考えております。 

 それから２点目、現在使っておりますパ

ソコンのリユースをどのようにしていく

かという部分でございます。 

 こちらにつきましては、まだ保守が残っ

ておるパソコンもございますので、そちら

につきましては、新ネットワークでも稼働

するように再設定をいたしまして、継続し

て使用してまいりたいと考えております。 

 一方、保守が切れてしまったものにつき

ましては、すぐに廃棄はせずに、壊れるま

で何らか使っていきたいと考えておりま

す。ネットワークにつながず、オフィスが

使用できるＰＣとして必要とする部署へ

の配付、それから各課で実施する事業、例

えば市民向け講座といったようなものに

ついても再利用できないかということで

検討したいと思っております。そのほかに

も有効活用、再利用の方法については今後

も検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 財政調整基金繰入金に

ついてでございます。 
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 今回、補正予算第７号で財政調整基金繰

入金といたしましては、３億６，６５９万

４，０００円計上しておりますけれども、

この繰入金につきましては、財源調整の役

割がございます。歳入と歳出が仮に同額で

あれば、この財政調整基金繰入金の計上は

ございませんけれども、必ずしもそういう

わけにはなりません。歳入と歳出の金額差

をこの財政調整基金で調整しているとい

う形になりまして、その金額を計上させて

いただいているものでございます。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 総合ネットワーク再構

築事業についてです。今の答弁では、どち

らかというとシステムの更新が先に走っ

ていて、特にリモートワークに関しては、

あまり進む気配がないのかと感じました。

これなぜかというと、今もコロナ禍の真っ

ただ中ではありますが、リモートワークを

されている方が減った印象を受けます。こ

ういう機会を経て、市役所の中でも働き方

は柔軟に変えていくことが必要です。民間

企業はほとんど会社へ出勤しなくなった

ところもある中で、市役所はやはり民間に

先立って、リモートワークに関しても先進

的にやっていかないといけないと感じて

おります。もちろん情報漏えい等を精査し

ないといけない部分は大いにあるとは思

うのですが、具体的にこの５５０台に関し

て、特にリモート用に使う予定はない、む

しろ使うことができないという答弁だっ

たと思います。この辺りはしっかり今回の

予算でなぜ入っていないのかすごい疑問

ではあります。どうせやるのであれば一緒

に入れてしまえばいいのではないかと思

います。そこの部分に関してもしっかり予

算立てをしていって、要望にとどめますが

今後はしっかり示していただくよう要望

しておきます。リモートワークができるよ

うにお願いします。 

 あと、パソコンのリユースに関してです。

５年前にも更新していますので、その時に

使われていた台数とどういう状況なのか、

具体的に教えてください。何台が再利用さ

れて、壊れたときなどに使っていたのか。

何台の余りがあるのかを教えてください。

それと、今回は保守が切れる部分と切れな

い部分があるとおっしゃられました。その

部分に関してもどれぐらいの部分の保守

がまだ残っていて、どれぐらいの部分の保

守が切れるのか、具体的に台数が分かるの

であれば教えてください。 

 ２点目、財政調整基金繰入金に関してで

す。内容は存じ上げていますので、内訳を

教えてほしいです。歳出、歳入で足りない

部分について、財政調整基金を使われてい

るのは理解しています。どこの部分が足り

なくてこの財源を充てないといけなくな

ったのか教えてください。 

当初予算でも財政調整基金が出ている

わけです。予測していなかった部分が何か

出たから、この財政調整基金を繰り入れさ

れたと思います。その予測されなかった部

分が主な要因としてどういうものがある

のかを教えてください。 

 ２点目以上です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 ２回目のご質問に

お答えをいたします。 

 ５年前に更新した部分で、実績としてど

れぐらい現在残っているのかということ

でございます。こちらにつきましては、主

にインターネット専用機としてリユース

といいますか、使っているものぐらいしか

残っておりませんで、残数としてはほとん

ど残っておりません。実質もう１０年目ぐ
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らいに差しかかることになりますので、や

はり故障が多いということで処分をさせ

ていただいております。 

 それから、保守が残っているもの、切れ

てしまったものの内訳といたしまして、ま

だ現在保守が残っておりますものとしま

して、パソコン２００台程度ございます。

一方で保守が切れてしまうのは、先ほどか

らおっしゃっていただいている５５０台

が切れてしまう対象となっております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 財政調整基金繰入金に

関してでございますけれども、内訳という

のはございません。 

 当初予算のときに見込めなかったもの

について、今回補正予算で計上させていた

だいております。歳入が、この財政調整基

金繰入金を除くと４億１，５９３万４，０

００円になりまして、当初見込めなかった

事情によるものが歳出で、今回計上させて

いただいておりまして、そちらが７億８，

２５２万８，０００円となりますことから、

その金額差について、財政調整基金繰入金

で調整をさせていただくという内容でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 財政調整基金の部分か

ら言います。明らかに人件費とか上がって

いるわけです。そういったことが要因なの

かと思います。そういったところ、物価高

の支援金等も交付金の額より多くなって

いるところがあります。そういう部分を説

明していただきたかったのですが、一般論

で答弁されましたので、少し残念に思いま

す。もうこれ以上はお聞きしませんので、

この質問は終わります。 

 総合ネットワーク再構築事業に関して

です。結構な台数が余って、結構な台数が

まだ使える状態と認識を受けました。２０

０台はまだ使えて、５５０台に関しては使

い方を考えていくということです。壊れる

といっても、皆さんのお家にあるパソコン

は５年ぐらいは優に使っていると思いま

す。そのリユースの使い方として様々、考

えていただきたい。やり方はいろいろある

と思うので、学校や子どもたちに使っても

らうとかも一つでしょうし、市関連施設に

渡していく、市民の方が使っていける形を

つくっていくとか、そういうところも観点

として持っていただきたい。最終処分する

に当たっても、市の使っていた部分はあり

ますけれど、企業でも普通に企業がリース

していたパソコンを販売したりとかも結

構あります。今回、約９億円という結構な

膨大な金額が出ておりますので、少しでも

コストダウンをする認識の下、何かそうい

った点も市がやるというイメージは確か

にないんですけれど、もし法律的に問題な

いのであれば、コストダウンを図っていた

だくよう、要望しておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 次に、村上委員。 

○村上英明委員 それでは６ページ、繰越

明許費で、土木費の排水路ポンプ場管理事

業が計上されております。味舌ポンプ場だ

と思いますが、繰り越しをする工程と事業

のスケジュール感を教えてください。 

 ２点目、先ほどからありました総合ネッ

トワーク再構築事業です。 

 お聞きをしておりますと、このネットワ

ークの稼働が来年９月と聞いておるんで

す。この債務負担行為をする理由をお尋ね

します。 

 次は、同じ債務負担行為の土木維持作業



- 9 - 

 

業務委託事業で８，５７７万８，０００円

が計上されております。これは毎年の清掃

関係で、毎年毎年４月から維持作業は開始

をしていることも含めての債務負担行為

だと思います。例年この契約をしている会

社が３社だったと思います。令和５年度に

ついても３社の契約で進めておるのか。要

は１社で行くとか、２社で行くというお考

えはあるのかないのか、確認も含めてお尋

ねさせていただきます。 

 質問は以上です。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 一つ目のご質問に

お答えいたします。 

 今回の繰越明許の場所でございますが、

安威川と山田川の合流点の西側、味舌ポン

プ場内にあります水路系施設になります。

この水路系施設の工期行程でありますが、

令和 3 年度から２年間の債務負担行為と

いうことで、令和３年１０月１３日から令

和５年３月３１日までの工程となってお

ります。工事の内容としましては、施設内

にあります電気室の電気設備の取り替え

工事が主な内容となっております。 

 今回、繰越明許費で上げさせていただい

ている内容としましては、電気施設につき

まして、この中にあります部品、あるいは

半導体、これの調達につきまして、今の世

界情勢や世界的にその部品をつくってい

る工場の閉鎖、あと物流関係の遅延等があ

りまして、どうしても完成が今年度内に至

らないということになりましたので、１年

間繰り越しをいただきまして延長したい

と考えております。今、調達が不足してお

ります部品につきましての目途になりま

すが、来年の３月から４月、この辺りで部

品の調達が見込まれています。それから電

気盤を設置する工事を進めてまいりたい

と思っておりますが、６月頃になりますと

出水期、大雨、台風のシーズンになります

ので、その出水期までに完成というのが難

しいことから、渇水期といわれます１１月

以降に力を入れまして、完成を目指すとい

うことになりますので、約１年間の延期と

させていただいております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 二つ目のご質問に

お答えをいたします。 

 総合ネットワーク再構築事業の債務負

担行為の理由としましては、期間が令和４

年度から令和１０年度まででさせていた

だいております。 

 まず令和４年度からとなっております

のは、今回の議案を議決いただきましたら、

速やかに公募型のプロポーザルを実施い

たしまして、構築の事業者を決定させてい

ただきたいと考えております。といいます

のも、先ほどありましたように半導体不足

等がございまして、早期に構築の準備に差

しかかりたいという部分がございます。令

和５年９月から、新ネットワークでの運用

を開始いたしまして、その後６０か月の保

守期間を含めまして、全体といたしまして

令和４年度から令和１０年度までの期間

を設定させていただいておるものでござ

います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 土木維持作業業務委

託に関しまして、令和５年度の業者数の見

込みということで、お答えさせていただき

ます。 

 本委託につきましては、毎年上半期と下

半期の年２回発注しております。入札で発

注しておりまして、業者が２社決定する形
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になっております。もう一社につきまして

は、捨て場の残土置き場で、ごみの分別作

業等を行っておりますので、こちらについ

てはシルバー人材センターへ委託してお

ります。委員からご指摘のありました３社

というのは、その３社かと認識しておりま

すけれども、そのうちの２社につきまして

は毎年入札で発注しておる形になります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 まず１点目の、排水路ポ

ンプ場の件です。翌年に１年のみの繰り越

しで、事業的にはあるんですけれども、先

ほど半導体のこととか言われていて、６月、

７月、８月、９月の出水期は、本当に役割

というか、安心感を高める事業だと思いま

す。そういう意味では６月までには完成と

私も望んではおったんですけれども、半導

体の入荷の関係で部品が入ってこない面

は、致し方ないかと思います。でも例年の

雨の量とかを考えれば、なるべく早く事業

を完了していただくよう取り組んでいっ

ていただきたいことは要望としておきま

す。 

 ２点目の、総合ネットワーク再構築事業

です。令和４年度から令和１０年度までと

いうことであります。端末関係については、

購入部分がほとんどと思います。その中で

様々な手法として、レンタルであるとかリ

ースであるとか、割賦なども含めて検討し

た結果が、購入になったと思いますが、そ

の考え方について２回目お尋ねさせてい

ただきます。 

 ３点目の、土木維持作業業務委託事業の

件でございます。 

 上期で１社、下期で１社、そして年間を

通じてはシルバー人材センターというこ

とで、３社になっていると思います。この

維持作業については、やはり道路維持の環

境面でも寄与する部分もあります。この辺

はしっかりと業務委託の内容を精査して

いただいて取り組んでいただきたいこと

を要望としておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 ２回目のご質問に

お答えをいたします。 

 レンタル、リース等々の考え方としてど

のようにしたかというご質問だったかと

思います。 

 今回の調達に関しましては、全て購入と

いう形をさせていただきました。こちらは

リース料率等の上乗せ、そういった部分も

勘案しまして、より経済的な方法といった

もの、５年間のトータルで一番経済的な方

法を検討させていただいた結果、購入とい

う形を選択したものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 この総合ネットワーク

再構築事業につきましては、購入という決

定について経済的なものがあると判断を

されています。やはり最小の経費で最大の

効果が期待できるというか、そういう部分

をこれからもしっかりと検討していきな

がら、何がいいのかを最大公約数という中

で見いだしていっていただきたいと思い

ます。 

 最後に要望になるんですけれども、更新

をする際、先ほど三好俊範委員も収入とい

う部分でも触れられておられたと思いま

す。現パソコンを、例えば何か収入として

見い出すことができる施策を考えてほし

いと思います。今の市場の中でも、３年落

ちとか５年落ちとか、行政が使っていたパ

ソコンを販売というのもあります。購入す
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る側にとっては、１万円台でとか、２万円

台とか、３万円台とかで販売がされていて、

それを個人などで購入されていることも

あります。これなぜかというと、私もその

一人でした。２万円ぐらいで、どこかの市

役所で使っていた３年落ちのパソコンを

購入して、今使わせていただいております。

そういうこともありましたので、行政とし

て何か収入を得られる施策を取り組んで

いただきたいと思っています。要望ですけ

れども、先ほど三好俊範委員も、この財政

調整基金が歳出部分でどこに割り当てら

れているのかとの質問があったと思いま

す。国からの交付金とか補助金などで足ら

ないから、その部分を財政調整基金で調整

しているというご答弁でした。やはりその

中で、これはこの人件費で充てますよとか、

これはこの施策で充てますよとか、何かそ

ういう内訳を考えておくべきと思います。

また、今回光熱水費ということで、所管で

は消防の分だけだったんですが、全体とし

て光熱水費が増額で補正されていますの

で、節電とかも含め、全庁的に取り組んで

いっていただきたいので要望として、私の

質問を終わります。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、質問させていた

だきます。 

１点目は先ほどからも議論があります

が、６ページ、債務負担行為の補正におい

て、総合ネットワーク再構築事業が上がっ

ております。 

 いろいろとご説明いただいて、ご答弁も

いただいております。現状の総合ネットワ

ーク事業、私たち非常に身近なところでは

ＬＧＷＡＮ系と、インターネット系が分離

されていて、活用している。安全性やセキ

ュリティの面と、それから実際に業務を行

う上での生産性の問題で、非常に利便性を

求めればセキュリティが弱くなるという

相反する部分があると思います。今使って

いますインターネット系と、ＬＧＷＡＮ系

との分離によっていろいろ業務の中で時

間がかかったり、例えば１時間経過すれば

インターネット系が切断される。セキュリ

ティ面で仕方がないかもしれませんが、実

際に業務をやっておられる、もしくはそれ

が市民サービスにどのように影響を与え

ているのか、その辺をつかんでおられるの

かどうか分かりませんが、今回の再構築の

中でどのようにその点が変わるのかお聞

かせください。 

 それと今回の目的の中に上がっており

ますが、国のガイドラインへの適合という

ものもあると思います。先ほどのご答弁で

は、セキュリティポリシーのガイドライン

が見直しも図られ、それに対応していくと

いうことであります。国のセキュリティポ

リシーの見直しの中身です。セキュリティ

が強化されている方向にあるのか、もしく

は緩和されていく方向にあるのか、もしく

は現状の行政のデジタル化の中での変更

で対応していくものになっているのか。そ

の辺どんなセキュリティポリシー、ガイド

ラインの変更があるのかご説明をお願い

します。 

 あと、プロポーザルで業者を選考してい

くということであります。何度もプロポー

ザルの契約の際には意見を申し上げてい

るところです。一般の入札と違って、その

業務の中身を問う業者選定になっていき

ます。そういう意味では、金額だけではな

い面がある一方で、業者選定での公平性、

透明性を、いかに担保していくのか非常に

問われてくる問題です。そういう点から今

回のプロポーザルの審査、どんな審査体制
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を置くのか。それから何に重きを置いて審

査をしていくのか。最終的にはどういう内

容で業者を選んだのかはきちんと市民の

皆さんに知っていただいて、納得できるよ

うな選定をする必要があるかと思います。

その点の現状の予定をお聞かせください。 

 それから保守です。今後５年間の保守契

約になっています。保守の中で往々にして

ネットワークというのは、いろいろな制度

の改定等で大きく変更せざるを得ない状

況が生まれてくることも想定されると思

います。そういった途中での変更等は一定

考えられるものなのか、それから保守の内

容の中に、実際に専門的な部分があります

から、摂津市の総合ネットワークでの保守

についてきちんとした対応がどのように

取られていくのか、お聞かせください。 

 ２点目は、消防の光熱水費、３５５万円

増額補正されています。保育施設など、い

ろいろな施設で物価高騰や燃料の高騰等

の影響があって増額補正されています。こ

の３５５万円は消防の本署それから出張

所の光熱水費だと思います。その増加につ

いて、去年から今年にかけての状況は具体

的にどういうものなのか。例えば業務上ど

うしても必要になって、使用量がふえたの

か、電気を使う時間が延びたとか、ガスを

使わざるを得なかったとか。特にコロナ禍

でありますので、そういった影響があって、

燃料費等がそのままここに跳ね返ってき

ているのか。その辺の内容と、今後の推移

の見通し、この増額で果たして足りるのか

どうなのかお聞かせてください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 総合ネットワーク

再構築に係ります四つのご質問にお答え

をいたします。 

 まず１番目が、インターネットの分離に

伴いまして、今回の対応でどのように変わ

っていくのかという部分でございます。 

 現状のインターネット環境、接続環境に

つきましては、先ほどおっしゃっていただ

きましたように、時間制限があるとか、手

間がかかるといった部分がございます。そ

ういった課題を今回の再構築におきまし

ては解消する形でご提案をいただきたい

と考えております。そういった部分を仕様

書にも盛り込みますし、プロポーザルで評

価もしてまいりたいと考えております。 

 それから２点目、国のセキュリティポリ

シーに関するガイドライン、どのような形

で記載されているのかといった部分でご

ざいます。 

 こちらにつきましては、先ほども少し触

れましたが、リモートアクセスに関しまし

て、どういったセキュリティ対策、どうい

ったモデルが想定されるかといった部分

の記載であったり、あとは校務系、教育の

セキュリティポリシーに関しましては、従

来のネットワークといいますと中と外の

境界線を防御するようなものが一般的で

はございました。今後の働き方改革であっ

たり、リモートアクセスといったものを踏

まえますと、端末の対策を中心としたアク

セスの制御の認証についてしっかりと確

認をした上で許可するといった部分が、セ

キュリティポリシーに記載をされており

ます。 

 それから３番目。プロポーザルの審査に

ついてでございます。 

 プロポーザルの審査基準につきまして

は、今後最終の詰めをしてまいりたいと考

えておりますが、まず第一として言えます

のは、本市の作成いたします仕様書に適合

しているといった部分に尽きるものでご
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ざいます。評価項目として幾つか考えてい

きたい主なものといたしましては、やはり

セキュリティ対策はしっかりと評価をし

ていきたいと思っております。 

 それから、次の質問にも関わりますが、

保守の体制、運用について、どういった形

で対応していただけるのかといった部分

は、今後の安定稼働、業務の継続性といっ

た部分で重要な部分ですので、そういった

ところもしっかりと見てまいりたいと考

えております。 

 また、審査メンバーといいますか、どう

いった形で審査をするのかですが、今後庁

内で審査委員会を設置させていただこう

と考えております。内容といたしましては、

ＩＣＴに関する専門性のある分野になっ

てまいりますので、情報政策、ＩＴに携わ

っている職員、それから今回併せて学校の

教育環境についての構築もございますの

で、そういった教育委員会の職員も含めま

して、総合的に判断ができる職員で構成を

してまいりたいと考えております。 

 それから４点目、保守についてでござい

ます。 

 保守の内容を変更せざるを得ないよう

なケースが考えられるかといった部分で

すが、現時点では特に内容の変更は予定し

ておりませんが、今後の社会情勢であった

り環境の変化といった部分では、柔軟に見

直しせざるを得ないということは考えら

れます。ですので、そういった部分も踏ま

えまして、今後の調達の仕様書であったり

とか、契約書の記載といった部分も検討し

ていきたいと思っております。 

 また保守の内容についてでございます

が、技術者が対応してもらえるのかといっ

たところでございます。 

 保守の内容といたしましては、常駐員１

名を庁内に常駐していただきまして、サー

バーとか、パソコンの管理、それから障害

対策、セキュリティ管理といった部分を対

応いただきたいと考えております。また常

駐員の方では対応できないような、より専

門的な内容につきましては、後方支援とい

たしましてネットワーク関係の専門的な

部分について運用、それからバックアップ

の体制も取っていただくことを考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 安藤委員の光熱水

費の質問に対してお答えいたします。 

 昨年度と今年度の使用実績等、特に増減

等はございません。光熱水費については、

電気代、ガス代が、４月当初から徐々に上

がってきている状況ですので、今後下半期

がどれぐらいふえるかという想定をする

のがなかなか困難な状況となっておりま

す。４月から１０月の上がってきた推移を

見ますと、まだふえていくという判断の下

で、令和２年度と令和３年度の使用実績で

多い月の使用量を考慮いたしまして、見込

み額を想定いたしまして増額の補正を上

げさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 安全性、安心、それからセ

キュリティの強化と加えて、やはり操作性

です。実際に業務を行っておられる方々、

また情報収集等々でインターネット系を

活用されたりということであり、非常にそ

の両立は難しいものと思います。操作性に

ついても、選定のメンバーに現場の方々も

入ってくるということですので、その点は

両方を追求していただきたいとお願いし

ておきます。 
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 それから、一つ気になっているのは、Ｌ

ＧＷＡＮ系、インターネット系と、教育系

の校務系合わせての総合ネットワークで

あります。教育の校務系は、具体的にどん

なものなのか。例えば各生徒の成績に関わ

る問題ですとか、学力テストの結果である

とか、そういった内容が含まれているもの

なのか。またＬＧＷＡＮ系とインターネッ

ト系は一定の防御策がある中で、一定その

やり取りが可能になっています。この教育

系と、インターネット系、ＬＧＷＡＮ系と

のつながり、その辺はできるものなのか。

要はそういった子どもたちや、保育や子育

て教育の分野での個人情報等が漏えいし

ていくと、もちろんＬＧＷＡＮ系の中では

さらに大きな個人情報が扱われています

から、その辺の漏えいの問題は非常に重要

になってくるかと思います。操作性を求め

ながら矛盾するかもしれませんが、その辺

のお考えはどうなのか、お聞きします。 

 プロポーザル契約につきましては、選定

委員会を設けていかれるということです。

先ほどもありました仕様書の内容はでき

るだけオープンにしていただく。それから

選定の配点については事前に表に出すこ

とは難しいのかもしれませんが、事後でも

こういった内容で、こういったところが評

価されたということが明らかになるよう

にしておいていただきたいと思います。 

 それから保守については、常駐員の方が

庁内に常駐されるということであります。

技術的な、日常的な支援を受ける点では心

強いものがある反面、行政の様々な中身の

奥深くまでの内容を知っていただいた上

での対応になってきます。民間企業の職員、

社員でありますから、そことのセキュリテ

ィとか情報の問題については当然ではあ

りますけれども、どのように対応をされる

のかお聞かせください。 

 消防についてです。物価高騰と燃料費が

上がっているということで、想像がつくも

のですけれども、この４月から現段階まで

具体的にどのぐらい電気代、ガス代が上が

ったのか。それから今後の見通しを含んで

の３５５万円ではあるかと思います。来年

度に向けてなかなか燃料代の高騰が先行

き非常に不透明な状況の中で、庁内全体に

関わる問題でありますけれども、消防とし

てはどのようなことを見込んでおられる

かお聞かせてください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 ２回目のご質問に

お答えをいたします。 

 まず校務系で、どういった情報を管理さ

れているかという内容でございます。校務

系につきましては、学校の教職員の方が使

用されるネットワークでございまして、行

政の使っておりますＬＧＷＡＮ系、インタ

ーネット系とは全く切り離された別のネ

ットワークでございます。校務系につきま

して、どういった情報を扱っているかとい

いますと、先ほどおっしゃっていただきま

したように成績であったりとか、進路であ

ったりとか、そのほか出欠の情報であった

りといった部分を管理されております。 

 そういった状況ですので、今回文部科学

省からの情報セキュリティポリシーに関

するガイドラインが改訂されまして、より

セキュリティを強化するといった方向で

書き加えられております。 

 それから２点目、常駐員の方のセキュリ

ティに関して、どういった対策が取られる

かといった部分でございます。 

 こちらは委託契約になりますので、まず

は委託業者と秘密保持契約を締結いたし
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まして、しっかりと情報遵守していただい

ております。また、そういった中でもうた

っておりますが、従事する方への研修、教

育についてしっかり実施していただくこ

とを書き込んでおりますので、そういった

部分の遵守状況についてもお願いをして

おります。あと委託先につきましては、予

定ではございますが、毎月定例会といった

形で会議を設けたいと考えておりますの

で、その場でも委託状況の確認、セキュリ

ティの教育、研修を受けているかといった

部分についてしっかりと確認をしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 安藤委員の２回目

の質問についてお答えをさせていただき

ます。 

 本署の電気代が今年度の４月当初で１

キロワットアワー当たり２７．２円という

単価でございまして、使用料が１万５，４

６８キロワットアワーでございます。昨年

度同月付で１キロワットアワー当たり２

３．１円でございますので、約４円の値上

がりがございます。令和３年４月の使用量

といたしましても、ほぼ同じで１万５，２

２３キロワットアワーの使用実績でござ

います。令和４年９月の１キロワットアワ

ー当たりの単価が２８．８円でございまし

て、昨年度の同月の１キロワットアワー当

たりの単価が２２．７円でございます。こ

れで６円ほどの差がございまして、下半期

にどれぐらい上がるかという想定をする

のはなかなか難しいところではございま

すが、毎月１円ほど上がっていくような想

定をしております。今後の３月までの使用

実績、令和２年度と令和３年度の多い月、

使用した多い月を１円ずつ上がっていく

という想定の下で計算させていただきま

して、電気代、ガス代の増加分と、当初予

算の光熱水費の差額を考慮いたしまして

３５５万円の不足分が生じると見込んで

増額補正を計上させていただきました。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 総合ネットワーク再構築

につきましては、ご説明いただきました個

人情報保護法が改正されて、摂津市でも来

年４月までには個人情報保護条例等を見

直しといいますか、改廃をしていくことに

なっていきます。総合ネットワーク事業の

中で扱っているＬＧＷＡＮ系であったり、

校務系で扱っている様々な個人情報につ

いての取り扱いも、この新たな個人情報保

護法の理念によって、利活用されていく対

象にもなってくるかと思います。そういう

点でこれ以上は一般質問のようになりま

すので要望だけしておきます。自治体が持

っている膨大な個人情報について、少しで

もこれまでの個人情報保護の理念を生か

しながら、それぞれの個人情報が、それぞ

れの個人の権利であるという立場から、守

られる姿勢で、システム構築等に当たって

いただきたいので、要望としておきます。

機密保護の契約を結ばれると思います。た

だ、結ばれてもいろいろなところで情報漏

えいの事件が後を絶ちません。そういう意

味では、先ほどもありました、校務系端末

でのセキュリティ強化などおっしゃって

いました。二重三重に機密が外に漏れない、

情報が漏れない、外部に漏れない対応をし

ていただきたいと要望しておきます。 

 消防内の光熱水費ですが、消防の施設だ

けでなく、本庁は市役所の全体の光熱水費

もかなりの部分で上がってきているかと

思います。ということは、市民の暮らしと
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か中小事業者の皆さんの営業にもやはり

それだけ光熱水費の負担が増している状

況です。今回、物価高騰等のいろんな支援

金の手立ては提案もされておりますけれ

ども、とてもそれでは足りない状況でもあ

りまして、消防の今回の光熱水費のアップ

が計算してみると去年から約１７％増、今

後２割ぐらいのアップになっていくこと

が見込まれているようです。光熱水費の上

昇が行政運営、市民生活にも多大な影響が

あることをお互いに共有しながら、来年度

予算の編成には市民負担の軽減であると

か、市民への支援を強化していく立場に立

っていただきたいと要望しておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 最初に、先ほどから議論さ

れている総合ネットワークの問題です。 

 議論を聞いていまして、確認ですけれど

も、今回、行政系と校務系のパソコンを更

新する計画であります。現在のパソコンが

学校関係と行政系で何台あるのか。併せて

更新しようとしていますけれども、議論に

ありますように、毎年新聞折り込みで大手

企業や官庁のパソコンについて、販売する

ということもやっております。現在何台あ

ってその中で今回の更新によって、現在の

パソコンをどう活用していくのか関心が

ありますので、台数を含めてお聞かせくだ

さい。 

 二つ目は、令和１０年度までの委託年度

であります。その関係でお尋ねしますけれ

ども、市全体で防災計画の見直しとかいろ

んなことをやろうとしております。この令

和１０年度までの間に災害が発生する可

能性もあると思います。そういう点で、災

害時の対応について、こういう通信系につ

いて、どういうことを検討されているのか

併せてお聞かせください。今議論されてい

る通信状況の漏えい問題について、この間

摂津市ではあったのか、なかったのか。あ

った場合はどういう改善をなさったのか。 

 まず、この３点を教えてください。 

 二つ目は、歳入関係であります。 

 今回、約１億４，０００万円の地方創生

臨時交付金が摂津市に割り当てられてい

ます。全額商工費で市内事業所等に対する

支援金ということで、足りない費用の１億

５，０００万円ほどは一般財源を活用とし

ています。今いろいろ議論され、皆さんも

認識がありますように、大変な物価高で、

暮らしが大変だということから、直接的に

市民の暮らしを応援する方向で使う考え

もあろうかと思います。この地方創生臨時

交付金、約１億４，０００万円について、

どういう議論をなさってこういう結果に

なったのか。僕らはいろいろ今回の内閣府

の地方創生推進室の通達を見ても、いろん

な形で暮らしに関わる分野で支援は可能

だと見ております。地方創生臨時交付金の

使い方について事業所支援１本にした、そ

の議論の中身を１回教えてください。 

 もう一つ基金の問題であります。 

 今回、財源調整基金として３億６，００

０万円ほどを使う予算組みしておるわけ

です。今１２月ですのでいつもお聞きしま

すけれども、令和４年度の見通しについて

です。令和３年度にご承知のとおり、四つ

の主要基金を見ますと約１６６億円の基

金残高があります。現時点で、財源調整基

金として３億６，０００万円ほどを使いま

すので、その時点の残高の資料をいただい

たわけで、１２５億４，０００万円になっ

ているわけであります。当初、令和４年度

は財政調整基金、減債基金、公共施設整備

基金を約４０数億円取り崩して出発しま
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した。この１２月議会での補正予算第７号

時点で、この財政調整基金や減債基金、公

共施設整備基金を含め、令和４年度の今時

点の見込みが、どういう基金残高になるの

かについて、教えてください。 

 三つ目は、消防関係です。 

 光熱水費の問題が議論されています。国

会の議論では大体賃金を３％アップしよ

うという動きと反対に４％の物価指数が

上がっている話をされています。消防の関

係だけではなくて、摂津市全体で、例えば

令和３年度に比べて令和４年度見込みを

含め、どのくらいの金額的な差があるのか。

その辺が分かれば教えてください。 

 四つ目は、千里丘三島線の絡みの予算が

出されておりますので確認であります。 

 令和５年度に完成見込みであります。一

つは、今一番最後の土地が買収され、建物

が解体されていますけれども、歩道部分の

舗装も行われているわけであります。その

事業計画として予定どおりいっているの

かについて、確認の意味で教えてください。 

 もう一つは、拡幅に伴って、この間、千

里丘三島線のＪＲ千里丘駅に向かう道か

ら右折レーンがつけられまして、一定交通

量の整備がなされたわけであります。併せ

て最近言われているのは、駅前１号線から

の車が交差点で右折することに対しての

時間が少ないということで大変な渋滞が

発生しているという話が舞い込んできて

おります。その辺の千里丘駅南交差点の改

善について、どういうお考えなのか併せて

教えてください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 １回目のご質問に

お答えをいたします。 

 まず、パソコンの台数といった部分でご

ざいます。先ほども申しましたように、行

政系といたしましては７５０台。それから

あと校務系につきましては４５０台稼働

いたしております。 

 それから２点目の、令和１０年度までの

委託におきまして、災害時の対応といった

部分でございます。こちらにつきましては、

現在も大事なデータを守るために、遠隔地

でバックアップを取っております。そうい

った取り組みにつきましては、今後も継続

をしたいと考えております。 

 また、今回の調達仕様書におきまして、

クラウドという形で構築していただくと

いうのも盛り込みをいたしまして、提案内

容にはよってまいりますが、クラウドの可

能性も仕様書には盛り込んでまいりたい

と考えております。 

 それから、災害時といいますとやはり業

務の継続性といった部分で、復旧に向けて

どういった対応をしていただけるのかと

いった部分も課題になってくると思いま

す。これはプロポーザルのお話にはなりま

すが、評価事項の中で、保守体制、災害時

の体制、どういった対応をしていただける

のかといった部分も、プロポーザルでしっ

かりと評価してまいりたいと考えており

ます。 

 それから３点目、通信の漏えいがあった

のかということでございますが、こちらに

ついてはそういった事例はございません。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 平井公室長。 

○平井市長公室長 今回の物価高騰対策

支援の考え方、どういった議論があったか

といったご質問についてお答えさせてい

ただきます。 

 今回、提案させていただいた物価高騰対

策でございますが、国の電力、ガス、食料



- 18 - 

 

品等価格高騰重点支援地方交付金におい

て、推奨事業メニューとされているものを

ベースとしており、このうち事業者支援に

当たる、医療、介護、保育施設に対する物

価高騰支援対策及び中小企業に対するエ

ネルギー価格高騰対策支援を実施すると

いうものでございます。 

 医療関係や、介護事業者など、こういっ

た福祉施設等につきましては、電気代など

の物価高騰の影響は大きいものの価格を

転嫁するなどの収入増は見込めず、厳しい

運営を強いられている状況でございまし

て、事実、そういった事業の団体などから

も切実な訴えがございます。 

 また、中小企業でございますが、原材料

価格の高騰により売上原価が増加する一

方、売り上げに十分転嫁できない状況が見

受けられ、非常に厳しい状況にございます。

本市でございますが、市内に約４，０００

の事業所を抱え、そのほとんどが中小企業

でございますので、市といたしましては、

中小事業者にしっかりと目を向け支援し

ていく必要があるものと考えております。

これまで本市といたしましては、新型コロ

ナウイルス感染症対策において、医療機関

や福祉事業所等を支えてきたところでご

ざいますが、今般の予想外の物価高騰は、

医療関係や福祉事業所等の経営に直接的

に作用し、地域の医療や福祉サービス確保

に悪影響を及ぼしかねない状況と考えて

おります。 

 また中小企業支援につきましては、これ

まで新型コロナウイルス感染症の影響を

受けやすい飲食事業者を中心に応援して

きたところでございますが、物価高騰の影

響はこれまで支援できていなかった運輸

や工業事業者等にも及んでおります。こう

した状況から、本市といたしましては、市

内事業者等を支援し、地域経済を支えるこ

とで市民の暮らしに寄与してまいりたい

と考えております。 

 それと、市民の暮らしにどうかという点

でございますが、令和４年第３回定例会に

おきましてご承認いただきました、新型コ

ロナウイルス感染症による物価高騰対策

支援ということで、市民の消費生活を下支

えすることを目的に、商業支援策も兼ねま

して、グルメクーポン事業でありますとか、

プレミアム付商品券事業、スクラッチカー

ド発行事業と併せまして、合計で約１０億

円にのぼる歳出予算を計上し対策を実施

してきたところでございます。このうち、

プレミアム付商品券事業と、スクラッチカ

ード発行事業は現在も継続中でございま

す。またこれと並行しまして、非課税世帯

への５万円の現金給付も現在継続中でご

ざいます。今後も市の物価高騰対策として、

市民の直接的な支援策を実施するかどう

かにつきましては、今申し上げました継続

中の事業の成果について検証するととも

に、国における補正予算などの状況も踏ま

え、今後ともまた検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 令和４年度の基金残高

の見込みについてでございます。 

 まず財政調整基金ですけれども、財政調

整基金につきましては、令和３年度末の現

在高が約７５億円。令和４年度で当初予算

から現在までの補正予算を計上しており

ますことから、予算上ではありますけれど

も、令和４年度末財政調整基金の現在高は

約４１億円となります。同様に、減債基金

が令和３年度末が約１６億円。令和４年度

末も約１６億円。公共施設整備基金が令和
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３年度末が約４９億円。令和４年度末の現

在高が約４３億円でございます。土地開発

基金のお話もありましたので、土地開発基

金につきましては約２５億円となってお

りまして、現在の予算上の見込みでは委員

のご質問にもありましたように、この四つ

の基金で約１２５億円と見込んでおりま

す。毎年不用額がございますことから、こ

こまでの取り崩しにはならないだろうと

は思っておりますけれども、現時点ではな

かなか見込みが幾らというのをお答えす

るのは難しい状況でございます。特に令和

４年度につきましては、千里丘駅西地区再

開発事業の移転補償費など、大きな金額が

ございますけれども、こちらについてはほ

ぼほぼ不用額は発生しないものと見てお

りますので、例年よりも不用額は金額的に

は少なくなるのではないかと見込んでい

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 次、消防の光熱水費か

ら見て全庁での光熱水費が資産管理課に

なりますが、今、平井市長公室長が物価上

昇分を一部答弁してもらっていまして、光

熱水費の全体的な庁内のアップはどれぐ

らい考えているのか、答弁をお願いします。 

奥村副市長。 

○奥村副市長 総括的になりますが答弁

させていただきます。 

 先般、国で第２次補正が議決になりまし

た。この第２次補正の主要な部分はいわゆ

るガス、電気代の抑制のために一応公費を

投入するということになっております。そ

の公費投入は来年１月からたしか９月ま

で、いわゆる電気代あるいはガス代を抑制

するために公費を投入すると。ですので、

今１２月末まではその効果は出ておりま

せん。そういう部分では、今年９月の新聞

発表によりますと、光熱水費で約２０％増

になっているということでございます。 

 それで全体的な話ですが、先ほど消防の

ことが話題になっておりますが、それ以外

にも小学校あるいは中学校、それから公民

館、環境センター、保育所、道路施設、こ

の光熱水費についても今回補正をさせて

いただいております。それと小学校の学校

給食、ここの賄材料費も補正をさせていた

だいています。それから先ほど市長公室長

から説明がありましたように、市内の各事

業所、福祉関係の事業所等々につきまして

は、一定の補助を予定しております。これ

らを含めます総額としては１億６，０００

万円ほどの補正をさせていただいており

ます。国の１月から３月までのいわゆる軽

減策はどうなるのか、これははっきりすれ

ば正確な見込みが出てくると思っており

ます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 ４点目千里丘三島線

の事業の進捗というお問いだったと思い

ます。千里丘三島線東側道路改良事業につ

きましては、平成２８年度から事業着手を

いたしております。順次用地取得が進みま

して、現時点で取得面積は全体の約９５％

でございます。残りは三島幼稚園の手前の

信号付近、こちらを残して既に用地取得が

整っておるところはございますので、今年

度、道路実施設計を行いまして、来年度に

残りの区間以外で、歩道拡幅や右折レーン

の設置を行う予定でございます。 

 次に、駅前１号線から千里丘駅南交差点

での交通渋滞解消に向けてというような

お問いであったかと思います。 

 現在、道路の実施設計の作業中でござい

ます。当然ながら千里丘駅南交差点の交差

点設計に当たりましては、警察等関係機関
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との協議を推し進めているところでござ

いまして、来年度の工事発注に向けて現在

取り組んでおりますので、ご理解をいただ

ければなと思います。 

 委員からありました交差点の交通渋滞

の状況につきましても、警察署と立会いも

行いながら進めてまいりますので、どうぞ

ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 ネットワークの問題につ

いては、また聞かせていただきます。いろ

いろ議論されていますように市民から見

たら、今までのパソコンはどうするのかは

疑問点の一つであります。しっかりしたお

答えができるように、どう活用するのかき

ちんと明らかにしていただきたいと思い

ます。 

 それと、災害時に議論されている大正川

とか安威川が氾濫すれば市役所１階の天

井まで浸水すると言われております。もっ

とたくさん降った場合は、それ以上になる

わけで、今業務継続計画を策定していると

思います。そういう災害規模に応じて、災

害時にどういうインターネット関係を維

持するかという点から、もう少し詰めた議

論をやっていただいて、またご説明いただ

きたいので、よろしくお願いいたします。 

 地方創生臨時交付金を活用した物価高

騰対策の問題についても、市長公室長がご

答弁されたように、総合的なお考えだった

ということであります。それも了として受

け止めていきたいと思います。 

 もう一点、物価高騰が状況になっており

ます。その関係でいろんな角度からこの対

策を練ることは当然必要であります。国の

推奨事業メニューの中で、エネルギー、食

料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯

支援で、給食費の問題とか、水道料金は書

いておりませんけれども、暮らしの面での

直接的な地元自治体からの支援策につい

て、やっぱ考えるべきだと思います。これ

は国の推奨メニューから見てもこの地方

創生臨時交付金を使って構わない分野だ

と思います。ぜひ今後検討していただいて、

実施に向けて何か結論を出せる議論をや

っていただきたいと思います。 

 財政の問題であります。 

 なかなか令和４年度末の見込みは見え

にくいと思いますけど、四つの主要基金を

合わせますとこの第７号補正時点でご答

弁もありましたように、１２５億４，００

０万円の残高があるわけです。おっしゃっ

ているように、当然不用額も出てきますし、

事業の進捗だとかによって、当然多くの不

用額が出てくると思います。この数年間い

ろいろ議論させていただいて、財政調整基

金も含めていろいろ活用して、いろんな暮

らしを守る事業者支援も進めていくとか、

いろんな課題に取り組んできました。この

財政状況を見ながら、市民の暮らし、市内

事業者を守っていくために、よりこの実情

に沿った取り組みをしていただくように

よろしくお願いしておきます。 

 庁内全体の光熱水費問題については、資

料請求として委員長に諮っていただきた

いと思います。この際、物価高騰が大きな

問題になっていますので、市役所全体の上

がり方がどうなのかという数字を１回ま

とめていただいて、資料として提出してい

ただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 最後に、千里丘三島線の問題です。 

 実態を見て、改善する方向で計画をして

いくということで動いていると理解して

よろしいのか、もう一度確認の意味でご答
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弁ください。 

 千里丘三島線の拡幅が済んだ時点、歩道

整備が済んだ時点で、いつも議論されてい

る香露園１号線への大型車の規制問題に

ついて、なかなか見通しがはっきり出ない

ということです。千里丘三島線が一応拡幅

整備されます。拡幅された時点で、いろい

ろ相談して実施まで検討していくと思っ

ていました。最近はそうではないとなって

いますので、その辺の絡みの話でどういう

取り組みをなさっていくのか、この際お聞

かせください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 ２回目の質問にお答

えいたします。 

 千里丘駅南交差点の改良設計というと

ころでございます。当然ながら交通量であ

ったりだとか、交差点内に進入する交通量

の調査なども踏まえた中で、警察ほか関係

機関と協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 ですので、委員がおっしゃっているよう

に千里丘駅東口の再開発時に、駅前１号線

が竣工をして供用はされておるわけでご

ざいますが、やはり交差点間の距離が非常

に短いというような物理的な整理もござ

いますので、その辺りについても当然なが

ら警察署含め府警本部も入れた中で、検討

協議はさせていただきたいと考えており

ます。 

 ２点目の、香露園１号線の、従来からお

申し出いただいている内容でございます

が、こちらにつきましても摂津警察署の考

え方について、議会の議論の中でも述べさ

せてきていただいた中でございます。千里

丘三島線の歩道改良でもって警察は、大型

車規制を香露園１号線と関連づけた形で

の規制緩和という部分であったりだとか、

規制の強化というようなところの関連性

については、摂津警察署については考えを

改められたということで、市としてはお伺

いをしている状況でございます。ですので、

先ほどおっしゃっていただいている内容

で千里丘三島線の整備をもって香露園１

号線の大型車通行規制という部分では今

のところ考えは市としては共有していな

いという状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 最後の問題は、そういうこ

とに変わろうとしていますので、その問題

をどう関連して成し遂げていくのかにつ

いて、議論を検討していただきたい。とい

うのは、まだまだ茨木市の蔵垣内、丑寅の

方面の土地がたくさん空いていて、一部終

わっていますけれども、住友化学のところ

で建設があり、まだまだ続くだろうと思い

ます。そこの自治会では、この前申し上げ

たように中央環状線を通って向こうから

入り込むということで対応されています。

いろんなその周辺の取り組み状況を聞い

ていただいて、成し遂げるためにはどうい

う検討をしていくのか、ぜひそういう角度

からよろしくお願いをします。 

 以上で終わります。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３５分 休憩） 

（午前１１時３７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５６号の審査を行います。 

 本件について補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 塚本委員。 
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○塚本崇委員 議案５６号について、２点

お聞かせ願えればと思っております。 

 一つ目が、今回の条例改正において、お

およそで結構ですので、財政に与えるイン

パクトをお聞かせください。 

 それと二つ目です。 

 把握できないと思いますが、会計年度任

用職員の中で、もし個人事業主として契約

されている方の有無を把握されておられ

たらそれを教えてください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 まず１点目、財政へのインパクトでござ

いますけれども、今回実際に人事院勧告に

よります影響額で申し上げますと、補正予

算書４８ページ、４９ページ、５０ページ、

５１ページに制度改正に伴う増加分を掲

載させていただいておりまして、一般職級

が６１０万５，０００円で、勤勉手当が１，

９８７万３，０００円で合わせて、おおよ

そ２，５００万円ほどの人事院勧告による

制度改正に伴う増加分となっております。

ただ、これはあくまで一般会計ですので、

全会計を合わせると、これよりさらに増加

します。 

 ２点目、会計年度任用職員の個人事業主

についての把握についてですが、こちらに

ついては把握してございません。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 一応金額として把握され

ていると理解しました。 

 個人事業主はおられなかったらいいな

と思うぐらいで考えていますので、質問を

終わらせていただきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 なし。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、議案第５７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 次に、議案第５８号所管分の審査を行い

ます。 

 補足説明を求めます。 

 平井市長公室長。 

○平井市長公室長 それでは、議案第５８

号摂津市職員の定年等に関する条例等の

一部を改正する等の条例制定の件につき

まして、提案内容の補足説明を申し上げま

す。 

 このたびの条例制定でございますが、国

家公務員法の改正に合わせまして、地方公

務員法の一部を改正する法律が令和５年

４月に施行されることに伴うものでござ

いまして、地方公務員の定年が令和５年度

から２年に１歳ずつ、６５歳まで引き上げ

られるほか、組織の新陳代謝を確保し、組

織活力を維持するための管理監督職勤務

上限年齢制の導入、６０歳に達した日以後、

定年前に退職した職員について、本人の希

望により短時間の職に採用することがで

きる、定年前再任用短時間勤務制の導入等

に対応するため、関係する条例について所

要の改正を行うものでございます。 

 本会議でもご説明いたしましたが、本改

正条例は、１２の条文からなっており、改

正箇所の多い第１条、第８条、第１０条に

ついて補足的にご説明申し上げます。 

 なお議案参考資料、条例関係、その１の
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１６ページから２７ページ。４５ページか

ら６４ページ及び６９ページから８３ペ

ージも併せてご覧いただきますようお願

い申し上げます。 

 第１条は、摂津市職員の定年等に関する

条例の一部改正となっており、新たに目次

及び章名を付し、第１条では、地方公務員

法改正により、定年前再任用短時間勤務制

度及び管理監督職勤務上限年齢制度の新

設に伴う規定の整備について、第３条では、

定年年齢を６５歳とする旨について、第４

条では、定年による退職の特例としての勤

務延長について、管理監督職勤務上限年齢

による降任の特例として、管理監督職を占

めたまま勤務させる場合には延長された

異動期間の末日の翌日から起算して、３年

を超えることができない旨及び文言の整

備について、第６条では、管理監督職勤務

上限年齢制の対象となる管理監督職の指

定について、第７条では、管理監督職勤務

上限年齢を６０歳とする旨について、第８

条では、管理監督職勤務上限年齢制による

降任等を行う場合、人事評価の結果等に基

づき行うこと及び管理監督職以外の職の

うち、できる限り上位の職に降任を行う旨

について、第９条では、管理監督職勤務上

限年齢制の特例として、勤務延長型特例任

用及び異動可能型特例任用により、異動期

間を１年以内の期間で延長し、引き続き管

理監督職で勤務させることができる旨に

ついて、第１０条では、異動期間の延長及

び降任等をする場合には、あらかじめ職員

の同意を得なければならない旨について。 

 第１１条では、異動期間の延長事由が消

滅した場合は、他の職への降任等をする旨

について、第１２条では、６０歳に達した

日以後、定年前に退職した者を短時間勤務

の職に採用することができる定年前再任

用短時間勤務制度について、第１３条では、

本市が組織する地方公共団体の組合の６

０歳に達した日以後、定年前に退職した者

を短時間勤務の職に採用することができ

る旨について、第１４条では、この条例の

施行に関し必要な事項は規則で定める旨

について、附則第３項では、定年に関する

経過措置として、令和５年４月１日からは

６１歳。令和７年４月１日からは６２歳、

令和９年４月１日からは６３歳、令和１１

年４月１日から６４歳とする旨について、 

附則第４項では、６０歳に達する年度の前

年度に当該職員に対して６０歳に達する

年度の翌年度以降に適用される任用及び

給与に関する措置等について情報提供を

行い、勤務の意思を確認する旨について、

それぞれ規定するものでございます。 

 次に、１０ページの第８条でございます

が、一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正となっており、条例名を摂津市一般

職の職員の給与に関する条例に改め、第３

条の３、第５条、第７条から第１０条では、

文言の整備について、第１０条の２では、

育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給

料月額の計算方法について、第１０条の３、

第１７条、第２０条、第２３条、第２３条

の２、第２４条、第２６条の２、第２６条

の３、第２８条では、文言の整備について、 

附則第２４項では、職員が６０歳に達した

日以後における、最初の４月１日以後の給

料は職員の属する職務の等級及び号級に

応じた額の７割とする規定について、附則

第２５項では、育児短時間勤務職員等に対

する附則第２４項の読み替えについて、 

附則第２６項では、勤務延長型特例任用や

勤務延長職員等への附則第２４項の適用

除外について、附則第２７項では、管理監
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督職からの降任等により、降任後の給料月

額が降任前の給料月額の７割に満たない

場合、その差額である管理監督職勤務上限

年齢調整額を給料として支給することに

ついて、附則第２８項では、降任後の給料

月額と差額である管理監督職勤務上限年

齢調整額の合計額が、降任後の級の最高号

給の給料月額を超える場合は、管理監督職

勤務上限年齢調整額を最高号給の給料月

額と降任後の給料月額との差額とする旨

について、附則第２９項及び第３０項では、

給料月額の７割支給となる職員のうち、管

理監督職勤務上限年齢調整額が支給され

ない職員で、管理監督職勤務上限年齢調整

額が支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、規則で定めると

ころにより算出した額を給料として支給

する旨について、附則第３１項では、必要

な事項は規則で定める旨について、別表第

１では、定年前再任用短時間勤務職員につ

いては、基準給料月額とする旨について。 

 別表第２では６級に副参事を、８級に副

理事を加えるとともに、文言の整備につい

てそれぞれ規定するものでございます。 

 次に、１５ページの第１０条でございま

すが、摂津市職員の退職手当に関する条例

の一部改正となっており、第２条、第４条

及び第５条では、地方公務員法改正に伴う

引用条文の整備について、第５条の３では、

定年年齢が６０歳から６５歳に引き上げ

られることに伴い、定年前早期退職者に対

する退職手当の基本額に係る特例の対象

となる年齢の規定について、第６条の４で

は、文言の整備について、第６条の５では、

引用する条例名称の整備について、第１４

条、第１５条、第１７条では、文言の整備

について、附則第４項から第６項では、附

則第１１項から第１７項までの規定の適

用について、附則第１１項及び第１２項で

は、６０歳以降に非違によることなく、退

職した職員の退職手当の基本額の支給率

については、勤続期間を同じくする定年退

職の場合と同率とする旨について、附則第

１３項では、定年引き上げに伴う給料月額

の減額は、給料月額の減額改定には該当し

ないものとして、ピーク時特例の適用対象

となる旨について、附則第１４項から第１

７項では、定年前早期退職者に対する退職

手当の基本額に係る特例等の読み替えに

ついて、それぞれ規定するものでございま

す。 

 以上、議案第５８号の提案内容の補足説

明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 それでは、私からは３点質

問させていただきます。 

 一つ目、定年延長の制度ですけども、６

５歳まで働くことのメリットはどうなる

のか、一つ目お願いいたします。 

 二つ目です。先ほどの説明ですと、新し

いポストを用意してそこに配置すると解

釈しました。任用された方が今後若手の育

成、ナレッジベースをどのように引き継い

でいくのか、関与していくのかについてご

説明ください。 

 三つ目です。かなり参考資料の多い複雑

な制度です。先ほどの市長公室長の説明で

すけど、事前に説明するというお話でした。

どのように説明をされるのか、以上の三つ

を質問させていただきます。 
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 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ３点のご質問にお答え

いたします。 

 まず、１点目、生涯賃金についてでござ

いますけれども、定年延長となられる職員

に関しましては、給料の水準が７割となり

ます。一定給料水準が７割のほうが再任用

の制度よりも給料については高いという

水準となります。また、退職手当につきま

しても、勤続期間が３５年に満たない職員

につきましては、定年延長となった期間分

が上乗せをされるということになります。

ほかにも、再任用職員にはありません扶養

手当や住居手当などの手当の支給がござ

います。したがいまして、金銭面で申し上

げますと定年延長のほうが基本的には再

任用制度よりも生涯賃金はふえるという

ことになります。 

 二つ目、育成というところですけれども、

原則、元管理職の方が役職定年を迎えられ

ますと、主に課長代理級のスタッフ職にな

っていただくということで、特に、課長代

理級が多くなり過ぎるという部分が懸念

されるところではございます。役職定年を

迎えられた元管理職の職員につきまして

は、これまでの知識や経験を生かして次世

代への知見等を伝承するという業務です

とか、あるいは上司への助言とかの業務を

していただくことを担っていただくと考

えております。なお、将来、管理職を担う

候補となる方の昇任が抑制されるという

ことは避けないといけないと考えており

ます。 

 次に、３点目の周知、説明の部分ですけ

れども、これまでも、毎年定年退職となる

１年前に再任用を希望するかどうかとい

う部分の意向調査を行っております。しか

しながら、今お話いただきましたように、

定年延長制度、定年前再任用短時間勤務制

度など制度が複雑化しておりますので、意

向調査をしてその制度の説明会を、年明け

に実施する予定をしてございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 生涯賃金に対しては理解

いたしました。このご時世ですので、元気

で健康寿命も保ちながら働いていかれる

ことを望んでいます。 

 そして、二つ目、若手の育成です。どう

しても組織上は、その方が何らかの事故に

あわれても回るというのが健全な組織で

あると私は考えています。やはりノウハウ

であったり、そういったものを、しっかり

と伝えていってくれたらと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 三つ目、この説明会を開かれるというこ

とで理解いたしました。できれば分かりや

すい資料をつくっていただいて、その方の

ライフプランに合った提案をしていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 次に、三好俊範委員。 

○三好俊範委員 それでは、私からも４点

だけ、お伺いしたいです。 

 今塚本委員からもありましたけど、副参

事級で課長代理の職が大幅に恐らくふえ

るということです。ここの仕組みのつくり

方、どのように考えていらっしゃるのか。

そこの部分、準管理職、もともと管理職だ

った方が恐らくこのポジションに来ると

思います。人の配置的には大幅にシステム

が変わると思うので、考え方について、一

度お伺いします。 

 ２点目で、今回の定年年齢引き上げで、

人件費的には恐らくふえてくるのが予測
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されます。今摂津市の人件費は予算に対し

て１０数パーセントだったと思います。こ

の制度で考えられる人件費増について、推

移というか、予測を教えてください。 

 ３点目です。もともと退職するはずだっ

た方が市役所に残ることによって、新規採

用職員の部分に関してどのような影響を

与えるのか、お聞きします。 

 最後、４点目です。これも少し予算に関

する話にはなってくるのですが、今までで

したら退職金が６０歳の方に必ずお渡し

されまして、それプラス途中で退職される

方の分を見込んで予算を組めばよかった

と思います。今度から６１歳、６２歳、６

３歳、６４歳、６５歳、最終的にはいつ辞

められるか分からないというところで、予

算組みがなかなか難しくなるのではない

かと思います。その辺り、どのような考え

方というか、予想を立てていらっしゃるの

か、お聞きします。 

 以上、４点です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 まず、１点目、仕組み・配置の考え方と

いうことであったかと思います。定年延長

制度導入後の人員についてですけど、まず、

先ほど少し申し上げましたように、役職者

の定年延長後というのは役職定年として

管理職手当が支給をされない課長代理級、

つまり副参事に降任することになります。

したがいまして、原則課長代理級はふえま

すけれども、管理職は役職定年ということ

で降りていただくことになります。ただ、

課長代理級の席が定年延長者ばかりで占

められてしまいますと、いわゆる将来の管

理職のポストがなくなってしまうという

こととなります。もちろんこれは望ましく

ありませんので、副参事というスタッフ職

を設置して対応してまいることになりま

すが、課長代理級への昇任につきましては、

やはり若い職員のモチベーションを維持

するということもありますので、決して定

年後の課長代理級がいるからなかなか課

長代理級になれないという状況にはなら

ないようにしないといけないと考えてお

ります。 

 ２点目、人件費の部分です。実際に令和

５年度以降、この制度が施行されますと、

基本的にはそれ以降ずっと影響はあると

いう話にはなってきます。この制度の完成

形が令和１４年度の当初となりますので、

そこまでの影響で申し上げますと、現行の

再任用職員と同制度の暫定再任用職員全

てが定年延長職員に置き換わった計算で

いきますと、全会計の１年間で約３，９０

０万円の増額になると見込んでおります。 

 ３点目、採用への影響ですけれども、本

市におきまして、現時点で、おおよそ９割

を超える方が、再任用を希望されて６０歳

を越えて再任用として勤務をされておる

状況でございます。したがいまして、職員

の採用につきましては、その採用数を検討

するに当たりましては、主に再任用の方が

６５歳で任期が終わるというところ、その

再任用職員の任期満了の人数を換算して

いますので、新規採用職員に及ぼす大きな

影響、あるいは優秀な人材を確保するとい

う上で、何か大きな影響があるということ

は考えてはございません。 

 ４点目、退職手当の組み方ということで

すけれども、当初予算におきまして、令和

５年度は委員がおっしゃいましたように、

確かに定年退職者はいないということに

なりますが、６０歳で退職をされる方、あ

るいは定年前再任用短時間勤務職員を選
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択される方、これらの方には退職手当の支

給が必要であるということから、事前に、

該当者に対しまして、先ほど塚本委員にも

答弁させていただきましたけども、意向調

査を実施をするということを考えており

ます。その結果を当初予算に反映させてい

くことになるであろうと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 次に、三好俊範委員。 

○三好俊範委員 まず、１点目、課長代理

級の大幅な増ということで、一定いろいろ

配慮はしていただいているという印象を

受けました。ただ、課長代理級というのは、

私の所感になりますが、バリバリやってい

ただいている、本当に忙しくされている職

だと思います。ある程度の役職まで行かれ

た方がそこまでまた降りてきてバリバリ

やっていただけるのは大変喜ばしいこと

だと思います。体調的なものも、やっぱり

年齢を重ねるにつれ出てくると思います。

今までの部長級とか参事級とかの働き方

をしっかりと後輩に見せることにもなる

と思います。先ほど塚本委員からもありま

したけど、引き継いでいくシステムをつく

っていただいて、バリバリ働いてもらう。

６５歳までしっかり働いていただく仕組

みをつくっていただきたいということで、

要望としておきます。 

 この制度による人件費の増については

３，９００万円ということです。国からの

制度設計でありますので致し方ない部分

もあると思いますが、ある程度の金額だと

思います。これだけあれば、また違う施策

が一つぐらいできたと思う一方、その分だ

け優秀な人材を最後まで使えているとい

うところもあります。この３，９００万円

を無駄にせず、しっかり働いていただける

よう、これも要望とします。 

 ３点目に関しては、ほとんどの方が再任

用で今までされているということです。そ

れに合わせて新規採用職員も今までも採

用してきた経緯があり、ほとんど変わらな

いということも聞けまして安心いたしま

した。積極的に新しい人材を採り入れてい

ただきたいので、そこの辺りが不安点だっ

たのですが、そこに関しては大丈夫だとい

うことで安心しました。 

 退職金の予算組みについてです。意向調

査され、今できるだけの対策はしっかり考

えていただいているという印象を受けま

した。ただ、気持ち的な問題にもなってく

ると思います。先ほど私も言いました、一

応６５歳までにはなりますが、退職金自体

は６０歳の分で止まると聞いていますの

で、逆に言えばいつ辞めても退職金自体は

変わらない状態です。だから、退職するの

もその人の権利なわけで、働いたけど、２

年やったけど、やっぱり辞めたいとか、課

長代理という仕事柄もあると思いますが、

どこまで体力的にできるかは個人差もあ

ると思います。その中で予算組みはなかな

かしんどいところもあると思います。しば

らくはある程度仕方がないとも思います

ので、ある程度の実績数値が出てきたら、

補正とか組まないでもいい形でやっても

らう。最初は致し方ないですが、そうやっ

ていただきたいと思います。 

 最後に、１点だけ、要望です。やっぱり

年齢的なものもあって、しんどいわという

こととか出てくると思います。そのときに、

その人がどこに再配置かというところと

かも考えていかないといけないと思いま

す。その辺りも人事課としてしっかりプラ

ンをつくっていただくよう要望して、私の

質問を終わります。 

 以上です。 



- 28 - 

 

○三好義治委員長 次、安藤委員。 

○安藤薫委員 少しお聞きしたいと思い

ます。 

 今回の定年延長については、長年職員と

して培ってこられた知識であったり経験

を継続して課長代理級として、満額ではな

いにしろ今までの再任用よりも、一定の手

当等もある点でいえば、改善された内容で

はないかと思っております。そういったこ

とを踏まえ、先ほどもありました令和１４

年度、定年延長が完了するときまでの間、

具体的に今の職員の中で、定年延長となら

れる方の対象の人数はどのぐらいになら

れるのか、お聞かせください。 

 それと、今三好俊範委員からもご質問が

ありました、従来の再任用から定年延長に

なりますので、人数的な差はそれほどない

にしろ、今後の採用計画であったり、職員

の人材育成計画等々の影響もあるかと思

います。もちろんメリットもたくさんある

と思いますが、デメリットの部分が仮にあ

るとしたらどんなことが想定されるのか。

あと、第５次行革の中で示されてきた職員

の定数管理計画がございます。まだ生きて

いるものなのかどうなのか。現状、職員不

足等々、保育であるとか、様々な分野での

マンパワーが不足している中、一定の採用

はしていただいていると認識しているん

ですけども、定年延長について従来の定数

管理との関係の整理はどうされているの

か、お聞かせください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 まず、令和１４年度までの対象となる人

数でございますけれども、昭和３８年度生

まれが１２人、昭和３９年度生まれが１５

人、昭和４０年度生まれが１９人、昭和４

１年度生まれが７人ですので、合わせて５

３名の方が制度完了までの影響を受ける

職員となります。 

 続きまして、採用の計画というお話でし

たけれども、先ほども少し申し上げました

が、採用数を検討するに当たりましては、

主に６５歳で再任用の任期満了の人数を

利用しておりますので、新規採用職員に及

ぼす大きな影響、優秀な人材を確保すると

いう上での大きな影響があるとは現実的

には考えていません。ただ、人材育成とい

うところで、若手職員のモチベーションに

おいて、課長代理級が詰まるというところ

はやはりあってはいけませんので、いびつ

な職員構成にならないように、しっかりと

配慮をしていかなければならないと考え

ております。 

 あと、定数管理の部分ですけれども、定

数管理はあくまでも常勤職員の数値とい

うことで計画を定めてございます。この定

年延長制度の導入をもちまして、例えば市

役所内で働かれている職員数が大きく減

ったりとかふえたりということは想定し

てございません。つまりは、今の人数に比

べてそんなに大きくふえたり減ったりす

ることも想定していないということでよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 令和１４年度の定年延長

完了までに、全ての方が定年延長を受け入

れると５３名の方が対象になってくると

いうお話でありました。定年はその人その

人の人生に関わる問題でもあります。当然

定年延長で延長を望む方については延長

していただければいいかと思いますし、定

年前再任用短時間勤務職員など、いろいろ
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選択肢があると思います。そういう点では

きちんと説明をしていただいた上で、その

人の生き方とか考え方を尊重できる対処

を組んでいただきたいと同時に、定年延長

を望みながら、例えば職員体制全体のバラ

ンスの関係から、短時間に移行するとか、

暫定的な今までの同じような再任用にす

るとか、職員の希望に反する誘導がないよ

うにお願いをしておきます。 

 若手職員のモチベーションの問題とか、

今ご答弁もいただいたかと思います。この

間の事務執行の適正化に関わる第三者委

員会の報告を受け、いろいろなコンプライ

アンスをはじめ、ハラスメントの問題から

人材育成の問題から、この間摂津市の人事、

労務管理等々、いろんな見直しや議論がさ

れてきているかと思います。そういう意味

では、バランスの取れた、同時に庁内職員

間の中のコミュニケーション、それから、

情報の共有化など、これは定年延長あるな

しにかかわらずやらなければならない問

題だと思います。プラスに捉えていただい

て、より経験豊富な方々が若手育成にも力

を発揮していただく意味合いで捉えられ

る発信をしていただきたいとお願いをし

ておきます。 

 定数管理についてです。全体に公務労働

の問題については正規・非正規の問題も

我々指摘してまいりました。今の人数が果

たして適正なのかという点で議論が必要

になるかと思います。この定年延長の議論

と併せて、行政サービスの公的責任という

点で、また引き続いて意見を申し上げてい

きますし、議論も深めていただきたい。質

問はこのぐらいにさせていただきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 基本的な問題として、今回

６５歳に定年延長することに伴って議論

を聞いていますと、現行に比べれば少しま

しになるという待遇改善になります。その

待遇改善という点で見た場合に、例えば摂

津市のいろんな外郭団体がありますけど

も、そこの方々の問題とどう絡まっていく

のかが一つです。 

 例えばシルバー人材センターの高齢者

の方とか含めていろんな働き方があると

思います。そういう行政に絡まる全体の

方々の待遇改善について、取り組んでいく

課題があると思いますけど、その点をどう

認識されているのか。 

 それと、先ほど５３名とおっしゃったの

で、あまり変わらんかも分からんけども、

例えば令和１４年度になったときの摂津

市職員の年齢構成の問題です。補正予算で

は現在一般行政職が４１．０３歳、技能労

務職が５４歳、消防職が３７．２歳、教育

職が４３．０３歳と書いています。平均年

齢がどうなるのか教えてください。 

 あと、事務報告書で職員人数の欄があり

ます。副参事になるので、このまとめ方は

変わらんと思います。確認の意味で、今の

職員、再任用職員、任期付職員、臨時的任

用職員、再任用、短時間勤務職員という仕

分けをしています。これは副参事だから、

延長を選択した方は正規職員ですので、こ

こら辺は変わらんと思いますけども、確認

の意味でこれがどうなるのか教えてくだ

さい。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 まず、外郭団体の職員でありますけれど

も、各々外郭団体は、基本的に市の方針を

踏まえられて給与規則等々を外郭団体で
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改正をされておられます。人事課から外郭

団体の担当課に制度改正に伴う情報提供

をしっかり行いまして、適宜進めていけれ

ばと考えております。 

 二つ目に、平均年齢でございますけれど

も、今後採用する新規採用職員の年齢にも

よりますけれども、現状この予算書の平均

年齢の中には再任用職員の年齢が入って

ございますので、そこの点からいきますと、

さほど大きくは変わってこないのかと考

えております。 

 あと、事務報告書の部分でありますけれ

ども、職員、再任用職員、任期付職員とい

う枠があったかと思います。定年前再任用

短時間勤務職員ではなく、定年延長を選択

されると、立場として定年が延びているそ

の期間は、普通に一般職員という形で計算

はもちろんされますので、例えば６０歳か

ら６５歳の枠をその事務報告書の中に入

れるかということになりますと、それは普

通に定年が延びているので一般職員とし

て計算をして表させていただくことで考

えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 今回定年延長ですけども、

以前からいろんな議論がされていると思

います。長年働いた方々が現行定年退職し

た場合に、６１歳で再任用を選択したり、

外郭団体に行かれる方もいらっしゃいま

すけども、いろいろな選択があります。そ

ういう長年の知恵とノウハウをいかに生

かして、要はシンクタンクとして、メンバ

ーとして活用するという議論があったと

思います。今回定年延長の制度において副

参事になりますけども、そういう形にはめ

込みつつ、ノウハウをいかに生かして、た

だ単に部の職員の一員じゃなく、これまで

の経験を生かした知恵と工夫を提案して、

行政全体の施策に生かしていく人材活用

というのはあまり議論されていませんの

で参考に聞かせてください。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 もちろんこれまで６０歳で定年を迎え

られて、再任用職員として勤務いただいて

いました。今回副参事ということで課長代

理級として残っていただくことになりま

す。当然職務級の原則ですとか、そういっ

た職務の級に見合った役割、あるいは業務

とか等々はございます。これまでも、再任

用職員の方からは本当に様々な知見です

とか技術ですとか、そういった部分の継承

をいただいておりました。今後定年延長と

なりまして役職定年された元管理職の方

につきましては、やはりその方がこれまで

にやられてきた知識とか経験とか、これは

代えがたいものでございますので、次世代

への知見というのもしっかりと伝承して

いただくという役割を担っていただきた

いと考えております。１日違いで、場合に

よっては上司・部下が入れ替わるというこ

とも、もちろんあります。その中で新たな

上司というか、そこにも助言などをしっか

りと行っていただくことで、組織としての

底上げを行っていければと考えておりま

す。 

 以上です。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３１分 休憩） 

（午後１時３３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５９号の審査を行います。 
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 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 １点お伺いします。 

 市税条例の改正であります。何条か分か

らないんですけど、納税証明書、それから

固定資産税の固定資産税課税台帳への閲

覧証明書の記載事項についての変更が盛

り込まれているかと思います。納税証明書

であったり固定資産税の課税台帳に書か

れている住所を出さないようにするとい

う改正だと思います。ＤＶ等の被害を受け

ておられる方がそういったところからた

どられて住所が分かってしまうことを防

ぐため条文化されたということです。施行

期日が令和６年４月１日で、２年後の４月

１日になっています。それまでの間、もし

くは現行、そういったＤＶ等々の住所を知

られたくない方への対応について、それか

ら、施行日までの間の対応についてはどう

されるのかだけ確認しておきます。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原固定資産税課長 ご質問にお答え

をさせていただきます。 

 今回の不動産登記法に係る改正の施行

日については、委員がおっしゃるとおり、

令和６年４月１日となっております。ただ、

現行でありましてもＤＶ被害の申し出の

届けのあった方、市民課等に届け出のあっ

た方に関しましては、所有者名等を検索し

たときに、必ずアラートが出る形になって

おりまして、実際にそういう届け出のあっ

た方に関しましては、台帳等で住所を出さ

ない手続を現に取っております。現状でも

１件ございまして、先行する地方税法にお

いて、住所を出さない届け出をされた場合

には、住所を消す、または閲覧に供しない

という手続を取っている次第でございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 市民課の窓口で申し出が

あれば、それが固定資産税課なり市民税課

にもアラートによって住所が表記されな

い対応を取られているということであり

ます。それが今回の場合、条文上法的にも

きちんとした根拠が持たれたと理解すれ

ばいいのかと思いました。 

 そういう点では、いろいろな状況があっ

て、住所が知られることによって大きな問

題、場合によったら事件につながることも

あるのはこれまでの事件でも明らかにな

っています。今後ともそういった対応をき

ちんとしていただきたい。その点、確認だ

けさせていただきました。 

 以上です。 

○三好義治委員長 野口副委員長。 

○野口博委員 １点だけ、参考に聞かせて

ほしいです。住宅ローン減税が延長されて

います。例えばこの３月の確定申告で見た

場合に、住民税まで住宅ローン減税が至っ

た件数は摂津市でどのぐらいあるのか、教

えてほしいです。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 ただいまのご質問に

お答えいたします。 

 令和４年度の個人住民税において、５月

末現在での住宅借入金等特別税額の控除

適用者数自体は約２，５００人。控除額に

つきましては約１億２，０００万円でござ

います。こちらは今までの住宅借入金等の

特別税額控除されていた方全体のお話で

すので、令和３年中に新たに居住をされて

適用された方は、そのうち約３００人、控

除の税額は約１，７００万円となっており

ます。 
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 以上でございます。 

○三好義治委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３８分 休憩） 

（午後１時３９分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第５０号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第５６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第５７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第５８号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第５９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午後１時４１分 閉会） 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

   総務建設常任委員長 三好 義治 

 

 

   総務建設常任委員  塚本  崇 


